
(ただし、12/29～1/3は除く) ＦＡＸ：０４８(９９１)５３４１ＦＡＸ：０４８(９９１)５３４１ＦＡＸ：０４８(９９１)５３４１ＦＡＸ：０４８(９９１)５３４１
ご相談・ご依頼受付時間は、月曜日～金曜日
(祝祭日を除く)の午前8：30～午後5：15まで
となります。

※

指定訪問介護事業所指定訪問介護事業所指定訪問介護事業所指定訪問介護事業所

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人

指定居宅介護支援事業所指定居宅介護支援事業所指定居宅介護支援事業所指定居宅介護支援事業所
松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会

指定事業所番号　No．１１７１１０００１７指定事業所番号　No．１１７１１０００１７指定事業所番号　No．１１７１１０００１７指定事業所番号　No．１１７１１０００１７

ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー 〒３４３－０１１１

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏２２０９－１
営業時間；午前7：00～午後9：00

ＴＥＬ：０４８(９９１)２７０１ＴＥＬ：０４８(９９１)２７０１ＴＥＬ：０４８(９９１)２７０１ＴＥＬ：０４８(９９１)２７０１営 業 日；日曜日～土曜日

※　身体介護が必要な方へのサービスです。※　身体介護が必要な方へのサービスです。※　身体介護が必要な方へのサービスです。※　身体介護が必要な方へのサービスです。

生活援助生活援助生活援助生活援助

買い物や調理、洗濯など生活に必要な買い物や調理、洗濯など生活に必要な買い物や調理、洗濯など生活に必要な買い物や調理、洗濯など生活に必要な
援助をさせていただきます。援助をさせていただきます。援助をさせていただきます。援助をさせていただきます。

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人
※※※※ 状況によりサービスが提供できない場合状況によりサービスが提供できない場合状況によりサービスが提供できない場合状況によりサービスが提供できない場合

があります。があります。があります。があります。 松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会松伏町社会福祉協議会

訪 問 介 護訪 問 介 護訪 問 介 護訪 問 介 護
（ホームヘルパーがお手伝いします！）（ホームヘルパーがお手伝いします！）（ホームヘルパーがお手伝いします！）（ホームヘルパーがお手伝いします！）

案内図案内図案内図案内図

身体介護身体介護身体介護身体介護

・入浴介助・入浴介助・入浴介助・入浴介助

・食事介助・食事介助・食事介助・食事介助

・排泄介助・排泄介助・排泄介助・排泄介助など・・・など・・・など・・・など・・・

地域福祉のパートナー地域福祉のパートナー地域福祉のパートナー地域福祉のパートナー
として温かなサービスとして温かなサービスとして温かなサービスとして温かなサービス
を提供します。を提供します。を提供します。を提供します。

ホームヘルパーの主なサービス内容ホームヘルパーの主なサービス内容ホームヘルパーの主なサービス内容ホームヘルパーの主なサービス内容

文

〒

至三郷

松伏町ふれあいセンター

（かがやき）内２階

松伏町保健センター

松伏ショッピングセンター

信金

交番

松二小

至春日部 野田橋→歩道橋

松伏町社会福祉協議会

松伏郵便局

町役場



　

・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

　　　・療養型病床群

　　　・老人性認知症疾患療養病棟

・短期入所生活介護（ショートステイ）

・短期入所療養介護（ショートステイ）

営業時間；８：３０～午後５：１５営業時間；８：３０～午後５：１５営業時間；８：３０～午後５：１５営業時間；８：３０～午後５：１５・居宅療養管理指導（かかりつけ医による医学的管理等）

・認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

・有料老人ホーム等における介護 営 業 日 ；月曜日～金曜日営 業 日 ；月曜日～金曜日営 業 日 ；月曜日～金曜日営 業 日 ；月曜日～金曜日
・福祉用具購入費の支給 (ただし、１２／２９～１／３(ただし、１２／２９～１／３(ただし、１２／２９～１／３(ただし、１２／２９～１／３

及び祝祭日は除く）及び祝祭日は除く）及び祝祭日は除く）及び祝祭日は除く）・住宅改修費の支給（手すり、段差解消等）

・訪問看護 介護保険施設への入所を希望する場合介護保険施設への入所を希望する場合介護保険施設への入所を希望する場合介護保険施設への入所を希望する場合
は紹介・情報の提供を行います。は紹介・情報の提供を行います。は紹介・情報の提供を行います。は紹介・情報の提供を行います。・訪問リハビリテーション

その他介護相談・各手続き代行その他介護相談・各手続き代行その他介護相談・各手続き代行その他介護相談・各手続き代行・通所介護（デイサービス）

・通所リハビリテーション（デイケア）

居宅介護支援事業所
・福祉用具の貸与

介護保険認定申請の手続き介護保険認定申請の手続き介護保険認定申請の手続き介護保険認定申請の手続き 介護保険で受けられるサービス介護保険で受けられるサービス介護保険で受けられるサービス介護保険で受けられるサービス 居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所
（ケアマネージャーがお手伝いします！）（ケアマネージャーがお手伝いします！）（ケアマネージャーがお手伝いします！）（ケアマネージャーがお手伝いします！）

居宅介護サービス計画・ケアプランの居宅介護サービス計画・ケアプランの居宅介護サービス計画・ケアプランの居宅介護サービス計画・ケアプランの
作成作成作成作成

・訪問介護
介護サービス事業者等との連絡調整介護サービス事業者等との連絡調整介護サービス事業者等との連絡調整介護サービス事業者等との連絡調整・訪問入浴

市区町村窓口へ申請

主治医の意見書

介護認定審査会による審査・判定

調査員訪問調査

要支援１・２
と認定された方

地域包括支援
センターへ依頼

要介護１～５
と認定された方

居宅介護支援事業所
へ依頼

・担当ケアマネージャーの決定
・ケアプランの作成
・介護保険申請代行
・介護相談
・介護サービスの利用

あなたや家族に介護が必要にあなたや家族に介護が必要にあなたや家族に介護が必要にあなたや家族に介護が必要に
なったら自分で無理しようとなったら自分で無理しようとなったら自分で無理しようとなったら自分で無理しようと
せず、さまざまな介護サービせず、さまざまな介護サービせず、さまざまな介護サービせず、さまざまな介護サービ
スを上手に利用しましょう。スを上手に利用しましょう。スを上手に利用しましょう。スを上手に利用しましょう。

利用できる施設サービス利用できる施設サービス利用できる施設サービス利用できる施設サービス

※※※※ 要支援１・２の方はご利用できないサー要支援１・２の方はご利用できないサー要支援１・２の方はご利用できないサー要支援１・２の方はご利用できないサー
ビスがございます。詳しくは窓口までごビスがございます。詳しくは窓口までごビスがございます。詳しくは窓口までごビスがございます。詳しくは窓口までご
相談ください。相談ください。相談ください。相談ください。

利用できる在宅サービス利用できる在宅サービス利用できる在宅サービス利用できる在宅サービス


